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不動産業界 漏水による水道料金の高額化と
賃借人の損害軽減義務について

Q
私は、居住用アパートを所有し、賃貸しています。居住者の一人から、
トイレから漏水しており、水道料金が異常に高くなっているとの報告
を受けました。
現場の確認をすると、たしかに一見して漏水があり、賃貸人である私
の負担で修理を行いましたが、それに加え、居住者から、高額化した
分と通常の水道料金との差額を賠償するよう請求されてしまいました。
水道料金の明細を見てみると、料金が異常になっているのは何と約３
年前からでした。この場合、私は約３年間分の上記差額の全てを賠償
しなければならないのでしょうか。

賃貸人は、賃借人に対して、賃貸目的物を使用収益に適した状態におかなければな
らないという「使用収益義務」（民法６０１条）を負います。よって、賃貸人がこの
義務に違反した結果、賃借人に損害が発生した場合には、賃貸人に債務不履行に基
づく損害賠償義務が生じる可能性があります（民法４１５条）。
本件では、漏水の発生につき、入居者が故意又は過失によりトイレを破損させたと
の事情がないかぎりは、漏水によって発生した損害を賃貸人が賠償すべきと判断さ
れる可能性が高いといえるでしょう。
もっとも、今回のケースでは、必ずしも上記差額の全てを賠償する必要はないかも
しれません。賃借人は漫然と漏水を放置していいわけではなく、「損害軽減義務」が
課せられる場合があるためです。

A

①　損害軽減義務とは

　　損害軽減義務とは、債務不履行による損害の拡大を防ぐために、債権者にも合理的な措置をとる義務があるという考え方

　をいい、最高裁判例（最判平成２１年１月１９日参照）が採用した法理です。以下、判例の中身を見ていきましょう。

②　損害軽減義務を認めた判例

　　この判例の事案は、賃借人が、賃貸人からテナントの一室を賃借してカラオケ店を営業していたところ、排水管の不具合

　によって店舗が浸水し、営業ができなくなったために、賃借人が賃貸人に対して営業損害相当金を請求したというものでした。

さらに詳しく



　　これに対し裁判所は、賃貸人の債務不履行により、当該店舗でカラオケ店を営業できなかったことによって賃借人に生じ

　た営業利益の喪失という損害は、賃貸人の債務不履行によって通常生ずべき損害に当たるとして、賃借人の損害賠償請求を

　認めました。

　　ここまでは一般的な判断であると思われますが、この判例のポイントはここからです。賃借人は、浸水を認識していたに

　もかかわらず、浸水の発生から１年７ヶ月もの間これといった措置をとることなく、この期間の営業損害の全てを賃貸人に

　請求していたという事情がありました。

　　裁判所は、この事情を重視し、賃借人が他の場所で営業を行う等の損害を回避又は減少させる措置をとることなく、営業

　損害が発生するにまかせて、その損害の全てを賃貸人に請求することは条理上認められないとし、賃貸人の責任を軽減させ

　る判断を示しました。

　　あくまでも個別事案に対する判断ではありますが、賃貸借契約上の債務不履行について、債権者側にも義務が生じ得るこ

　とを示した点で画期的な判決であったといえます。

③　本件のまとめ

　　判例と本件では、事業用物件・居住用物件という違いはありますが、損害の拡大を賃借人側が招いたという重要な点で共

　通しており、判例の考え方が適用されることは十分に考えられるでしょう。

　　すなわち、本件の賃借人は、トイレから漏水していることを認識していたはずであり、そのために水道料金が異常に高くなっ

　ていることを知りながらも、３年以上賃貸人に報告せず、損害を拡大させていますが、これは損害軽減義務違反に当たり得

　るといえます。

　　したがって、上記判例の考えに照らすと、賃借人が約３年間の異常な水道料金と通常の水道料金の差額の全てを賃貸人に   

　請求することは認められないものと考えられます。

たしかに、一般的には、漏水による損害は賃貸人に責任があるとされる場合が多
いでしょう。もっとも、賃借人の損害軽減義務違反などによって、賃貸人の責任
が軽減される事案も少なくありません。漫然と賃借人の要求に従うのではなく、
弁護士等の専門家に相談してから対応することをおすすめします。

ALG Associates&
Newsletter ALG Associates&

本ニューズレターは、具体的な案件についての法的助言を行うものではなく、一般的な情報提供を目的とするものです。
本ニューズレターに関するお問い合わせは、下記にお願いいたします。

本ニューズレター及び弁護士法人ALGからのリーガルサービスに関する情報（セミナー情報、法律相談に関する情報等を含みます。）をご希望される方は次のメー

ルアドレスに会社名、業種、氏名、役職、部署、電話番号及び配信希望先メールアドレスを記入したメールをお送りください。

弁護士法人 ALG は、本ニューズレター配信のために取得した個人情報について、弁護士法人 ALG からの各種ニューズレターの送信並びに各種リーガルサービ

スの紹介及び提供を行うために必要な範囲で利用させて頂きます。

なお、当該情報送信は、予告なく変更及び中止される場合があることをご了承ください。

■ 配信希望メールアドレス roumu＠avance-lg.com

（東京弁護士会所属）
東京法律事務所 〒163-1128  東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー 28F　　【連絡先】TEL.03-4577-0757　FAX.03-5909-2454

各法律事務所 宇都宮・埼玉・千葉・横浜・名古屋・大阪・神戸・姫路・福岡

ALG弁護士法人 Associates&

執筆弁護士

企業法務及び不動産法務全般
執行役員・弁護士　家永　勲

Isao Ienaga

企業法務及び不動産法務全般

Yuichi Yagihara
弁護士　八木原 佑一


